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（議事日程） 

日程第１  報告事項   学校給食向け食材会社との取引見合わせ解除につ

いて 

日程第２  報告事項   平成３１年度目黒区立小・中学校及び幼稚園・こ

ども園教育課程の基本方針及び教育課程編成実施

の留意事項（基本的な考え方）について（案） 

日程第３  報告事項   「目黒区特別支援教育推進計画」改定の進め方に

ついて（案） 

日程第４  報告事項   学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果に

ついて 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長   第４２回目黒区教育委員会定例会を開会いたします。本日の欠

席委員、欠席職員はございません。署名委員は櫻井委員です。 

       それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１  学校給食向け食材会社との取引見合わせ解除について（報告事

項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第２を議題とします。 

 

（日程第２  平成３１年度目黒区立小・中学校及び幼稚園・こども園教育課

程の基本方針及び教育課程編成実施の留意事項（基本的な考え方）

について（案）（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

○委員    休日が増え、別添資料にあるように、来年度の授業日数の確保

は、各校とも、とても苦労されていることだと思いますが、これ

は、今、取りかかっているところなのですか、これから取りかか

るのですか。スケジュール的にどうなのでしょうか。 

○説明員   教育課程委員会の中でこの案を検討しており、そこには、小・

中学校の代表の校長も参加していますので、各校長会を通じまし

て、この案は既に示させていただいているところです。学校によ

りましては、既に、来年度に向けて、教務主任がいろいろ考え始

めているところもございますが、基本的には、１２月の説明会を

受けて、冬休みなどを利用しながら、来年度に向けて計画を練っ

ていくというスケジュールになります。 

○委員    先ほどの授業時間確保のところなんですけれども、１８ページ

がよくわからないのですけれども、もう一度詳しく説明してくだ

さい。この表の見方がわかりません。 

○説明員   こちらに示している日にちですが、表の下に米印の最初に挙げ

ておりますように、土曜授業候補日に挙げた土曜日は、週の始め
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が火曜日、つまり、振替休日等で月曜日がお休みというケースの

週のところを挙げております。それは、労働基準法で定められて

いる週４０時間を超えない週ということで、来年度は４月から３

月までの間にこういう日にちがあるということを示しているので

すが、どれも土曜日に当たります。 

       学校で考えることは、例えば、５月１１日に候補日があるので

すが、例年、５月に運動会を行っているので、５月１１日に運動

会を実施し、振替休業日を月曜日に設けないという方法で確保し

ていこうかと考えたり、１０月であれば、展覧会を候補日に動か

して、振替はとらないという方法とか、そういった形の工夫をし

て、どうしても間に合わないという分について、検討していくと

いうことで示した案となっております。 

○教育長   例えば、１週間のうちで、５月の場合は５月６日の月曜日がお

休みなので、その分、１１日に行っても、週当たりの勤務時間数

が超えないということで、そういう週を当てているということで

す。 

       このころは、部活動で言うと、新人戦が始まっているころだと

思いますけど、この１０連休の間の部活動というのは、各学校長

の判断ということだと思いますけど、現時点で、どういう考え方

を持っているか、その点についてお伺いします。 

○説明員   その期間の部活動につきましては、各中学校によって実態は異

なると思うのですが、こちらの教育課程のところで示している内

容と同じように、この連休の間での生徒の過ごし方についても、

配慮していただけるように、中学校長会と相談しながら、どうい

った形で示していかれるかというところを相談してまいります。 

○教育長   わかりました。よく相談していただきたいと思います。 

○委員    例えば、今年度ですと、４月２２日の日曜日と３０日の祝日が

区の春季大会に当てられています。来年度で言うと、ゴールデン

ウィークの始まる週の２７、２８の土日が大会になる可能性があ

るかと思いますけども、今後協議されて、なるべくこの連休にか

からないように大会を組むとかということを配慮なさるというと

ころでしょうか。 

○説明員   本年度におきましても、会場の確保の関係で、難しい中、日程

を組んでおりましたので、来年度の予定はまだ決定はしておりま

せんが、そういったことを踏まえて、パズルを組むように決定し

ていくことと思われます。 



 - 5 - 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第３を議題とします。 

 

（日程第３  「目黒区特別支援教育推進計画」改定の進め方について（案）

（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

○教育長   １ページ目の３の（２）のアの適切な時期に学識経験者を招く

ということですが、どういう専門的な知識を有する方をお招きす

る予定なのか、適切な時期ですが、回数や時期の予定はどうでし

ょうか。 

○説明員   まず回数ですが、今年度は１月にこのヒアリングを予定してお

りまして、来年度は３回、４月、６月、それから１月の合計４回

ヒアリングを行ってまいりたいと考えております。 

       それから、どういった専門かということですが、前回の計画策

定のときに準じて考えておりますが、１人は教育学、もう１人は

目黒区の教育の事情に詳しい方ということで考えております。ま

た、３人目は医師を考えております。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第４を議題とします。 

 

（日程第４  学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

〇教育長   その他何かございますか。 

○説明員   細菌性赤痢の発生状況と対応のその後の経過について、若干、

口頭で説明をさせていただきます。 

       昨日の１１月１２日、１５時時点で、新たな発生届の提出はご

ざいませんでしたので、現在、区のホームページ上で１１月５日

付で第７報として報告されている感染者の数、合計３６人、内訳

として園児が２８人、職員４人、保護者４人の状況については変
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わりのない状況です。 

       当該保育園の再登園の条件につきましては、当該保育園に在園

している園児もさることながら、同居の家族全員の陰性が明らか

になったご家庭から順次登園ということになっていますが、保育

課長に確認したところ、本日現在、ほぼ定員に近い状況で登園が

行われているという状況です。１家族のみ、まだ、検査の結果が

未判明ということです。 

       兄弟関係が小・中学校に在籍してございましたが、この間、小・

中学校、それから、幼稚園、こども園も含め、罹患はない状況で

す。 

       それから、東山小学校を初め、就学時健診が始まったところで、

就学時健診については、陰性の確定が行われていない幼児につい

ては、受診をご遠慮いただいた状況ですが、一般的なルールであ

れば、指定校である当該校で受診ができなかった場合は、内科、

眼科、歯科、耳鼻咽喉科、４科の校医さんをご家庭で順次回って

いただくのが原則ですけれども、今回の状況を踏まえまして、指

定校で受診ができなかった方については、菅刈、駒場、中目黒、

上目黒の近隣４校にご協力をいただきまして、そちらで健診の受

診ができるという体制を整えてございます。 

       順次、登園が可能になった園児の保護者から、この４校につい

ての受診日での申し込みが来ているところです。 

       健診については、その４校で実施し、個人面談については、改

めて、東山小学校で行うということで手はずを整えてございます。 

       現在までの状況は、以上です。 

○教育長   ありがとうございました。 

       各学校での水際での取り組みというのが、私は功を奏したと思

っておりますけれども、まだ、完全に収束宣言はされておりませ

んので、引き続き、各学校にはお願いをしたいと思っております。 

 以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時１２分閉会） 

 

   

 


